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鹿児島県ＰＲ・観光戦略部観光課長

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合に

おける国税の取扱い及び新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整

助成金の特例措置の更なる拡大に係る周知について

このことについて，観光庁から情報提供がありましたのでお知らせします。

なお，詳細については，下記ホームページを御確認ください。

＜参考＞

○国税庁ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関する対応等について）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

○厚生労働省ホームページ（雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大に関するもの）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html













https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html



https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html 
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